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　令和６年鳥羽市議会会議は５月15日に開会しました。まず、執行部提出議案２件の報告を
行い、続いて議会運営委員会委員及び志摩広域行政組合議会議員を選任した後、発議２件を
可決し散会しました。

議員別表決結果令和６年５月15日会議 ○○：賛成　××：反対
－：欠席もしくは棄権

議
案
番
号

議
案
名

議
決
日

審
議
結
果

世せ

古こ

雅ま
さ

人ひ
と

山や
ま

本も
と

欽よ
し

久ひ
さ

中な
か

村む
ら

浩こ
う

二じ

瀬せ

﨑さ
き

伸し
ん

一い
ち

南み
な
み

川が
わ

則の
り

之ゆ
き

濱は
ま

口ぐ
ち

正ま
さ

久ひ
さ

山や
ま

本も
と

哲て
つ

也や

河か
わ

村む
ら　

孝た
か
し

戸と

上が
み　

健け
ん

木き
の

下し
た

順じ
ゅ
ん

一い
ち

坂さ
か

倉く
ら

広ひ
ろ

子こ

尾お

﨑ざ
き　

幹み
き

世せ

古こ

安や
す

秀ひ
で

報告1 専決処分した事件の報告について（自動車破損事故に
伴う和解及び損害賠償の額を定めることについて）
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告
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採
決
な
し報告2 専決処分した事件の報告について（接触事故に伴う和

解及び損害賠償の額を定めることについて）

発議1 防災・減災、国土強靭化対策の拡充を求める意見書の
提出について

5月15日

可決 ○○ ○○
５
月
15
日
辞
職
の
た
め
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○○ ○○ ○○ ○○
議
長
に
つ
き
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決
な
し

○○ ○○ ○○ ○○ ○○

発議2 議会報告会並びに意見交換会への議員の派遣について 可決 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○
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鳥羽市議会 検 索

中村浩二議員の辞職について

　５月８日付で中村浩二議員より一身上
の都合により、議長あてに議員辞職願が
提出されたことから、５月１５日の本会
議において辞職が許可されました。

今年度も「TOBAミライトーク」を実施し、あなたのまちへ議員を派遣いたします。
お気軽にお申し込みください！

令和６年６月１日（土）～令和７年４月３０日（水）
（土、日、祝日、夜間の開催も可。）

実施期間

約１時間 30分程度。
派遣時間

原則、実施希望日の３週間前までに議会事務局へ
申し込んでください。

申込受付

事業所等…商工会議所、観光協会、医師会、福祉
　　　　　事業所、漁業組合、農業組合、森林組
　　　　　合、その他事業所　等

市内在住、在勤、在学の５人以上のグループが市
内で実施する集会へ議員を派遣します。

対象

市民団体…町内自治会、婦人会、老人会、PTA、
　　　　　消防団、ボランティア団体、子育てサー
　　　　　クル、NPO、学生　等

派遣までの流れ

注意事項

対面方式 グループディスカッション方式

市 民
議 員

テーマ一覧

議員

無料。ただし、公共施設以外での開催経費は申込
者でご負担頂きます。

経費

申込方法
申込用紙（市議会ホームページからダウンロード可）
により、電子メール、ファクス、郵送、
持参で申し込んでください。
https://www.city.toba.mie.jp/gyos
ei_joho/shigikai/3/3/4575.html

話し合いたいテーマを一覧表から選択し、議会
事務局へ申し込んでください。

当日、担当議員が出向いて、意見交換を行い
ます。なお、希望する対話方式について、「対
面方式」または「グループディスカッション方
式」のどちらかをお選びください。

議会事務局で受け付けし、広報広聴委員会で
派遣する議員数を調整します。


